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 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和８年３月１９日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第８号 

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改 

正する規則 

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北九州市

規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「１週間について」を「４週間を超えない期間につき１週間

当たり」に改める。 

第３条の３を次のように改める。 

（条例第４条第４項及び第４条の２第４項の規定の適用除外） 

第３条の３ 条例第４条第４項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる 

 職員とする。 

 （１） 育児短時間勤務職員等 

 （２） 高齢者部分休業職員（地方公務員法第２６条の３第１項に規定する 

  高齢者部分休業の承認（第４条の２第２項において「高齢者部分休業の承 

  認」という。）を受けた職員をいう。以下同じ。） 

 （３） 定年前再任用短時間勤務職員 

 （４） 北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（ 

  令和４年北九州市条例第２０号）付則第２３項に規定する暫定再任用短時 

  間勤務職員 

 （５） 任期付短時間勤務職員 

 （６） 育児介護職員 

 （７） 条例第４条第２項又は第４条の２第２項の規定により週休日又は勤 

  務時間の割振りを別に定められた職員のうち人事委員会の承認を得て任命 

  権者の定めるもの 

 （８） 前各号に掲げる者のほか、適切な公務の運営を確保するため、条例 

  第４条第４項及び第４条の２第４項の規定を適用しないこととする必要が 

  ある職員として人事委員会の承認を得て任命権者の定めるもの 

 第３条の３の次に次の４条を加える。 

（勤務時間の割振り） 

第３条の４ 条例第４条の２第１項に規定する勤務時間の割振りは、午前８時 

 ３０分から午後５時１５分まで（育児介護職員にあっては、午前８時３０分 
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 から午後５時までとし、それぞれ第３条に規定する休憩時間を含む。）とす 

 る。 

２ 条例第４条の２第３項本文に規定する勤務時間の割振りは、市長が別に定 

 める。 

（単位期間） 

第３条の５ 条例第４条の２第４項の人事委員会規則で定める期間は、１週間 

 、２週間、３週間又は４週間のうち職員が選択する期間（次条第１項第４号 

 において「単位期間」という。）とする。 

（勤務時間の割振り等の基準等） 

第３条の６ 勤務時間の割振り等（条例第４条第４項の規定による勤務時間を 

 割り振らない日の設定及び条例第４条の２第４項の規定による勤務時間の割 

 振りをいう。）は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

（１） 勤務時間は、１日につき４時間以上１２時間以内とすること。ただ 

 し、休日（条例第６条第１項に規定する休日をいう。）その他任命権者の 

 定める日については、７時間４５分とすること。 

（２） この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間は 

 、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前１０時から午後３時まで（休憩時 

 間を除く。）とすること。 

（３） 始業の時刻は午前７時以後に、終業の時刻は午後８時以前に設定す 

 ること。 

（４） 条例第４条第４項の規定により勤務時間を割り振らない日は、単位 

 期間をその初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間が１週間であ 

 る場合にあっては、単位期間）につき１日を限度とすること。 

２ 条例第４条第４項及び第４条の２第４項に規定する申告は、前項に定める 

 基準に適合するように行わなければならない。 

（勤務時間の割振り等の手続） 

第３条の７ 任命権者は、前条第２項の申告を考慮して同条第１項に定める基 

 準により勤務時間の割振り等を行うものとする。この場合において、当該申 

 告どおりに勤務時間の割振り等を行うと公務の運営に支障が生ずると認める 

 場合には、人事委員会の承認を得て任命権者の定めるところにより、当該申 

 告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。 

２ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による 

 勤務時間の割振り等を変更することができる。 

（１） 条例第４条第４項及び第４条の２第４項に規定する申告並びに第４ 

 条第２項に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告 
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 どおりに変更するとき。 

（２） 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間 

 の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合 

 において、人事委員会の承認を得て任命権者の定めるところにより変更す 

 るとき。 

第４条第１項中「前条」を「第３条の４」に改め、同条第２項中「前条」を

「第３条の４」に、「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 任命権者は、条例第４条の２第４項の規定により勤務時間を割り振る場合 

 において、同項の申告をした職員から休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻 

 について申告があったときは、第３条の規定にかかわらず、当該申告を考慮 

 して休憩時間を置くものとする。この場合において、当該申告どおりに休憩  

 時間を置くと公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の承 

 認を得て任命権者の定めるところにより別に休憩時間を置くことができる。 

 第４条の２第２項ただし書中「地方公務員法第２６条の３第１項に規定する

高齢者部分休業の承認（以下「高齢者部分休業の承認」という。）を受けた職

員（以下「高齢者部分休業職員」という。）」を「高齢者部分休業職員」に改

める。 

第５条の見出し中「週休日」の次に「等」を加え、同条第１項本文中「第８

条第１項」の次に「（同条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）

」を加え、「週休日の」を「週休日等の」に改め、「を週休日」の次に「又は

条例第４条第４項の規定により勤務時間を割り振らない日」を加え、「同項」

を「条例第８条第１項又は同条第２項の規定により読み替えて準用する同条第

１項」に改め、「以下」の次に「この項及び第１４条において」を加え、同項

ただし書中「週休日の」を「週休日等の」に、「週休日が」を「週休日又は条

例第４条第４項の規定により勤務時間を割り振らない日が」に改め、同条第２

項本文中「第８条第２項」を「第８条第３項」に改める。 

第１４条第１項各号列記以外の部分中「週休日」の次に「等」を加える。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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北九州市公告第１９２号 

 北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画（第７回変更案）

を土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１項の規定により

公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）

第３条の規定により、次の事項を公告する。 

 なお、当該事業計画の変更案（都市計画に定められた事項を除く 。） につい

て意見のある利害関係者は、令和８年４月１９日までに北九州市長に意見書を

提出することができる。 

  令和８年３月１９日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 縦覧期間及び縦覧時間 

  令和８年３月２３日から同年４月５日までの毎日午前８時３０分から午後

５時１５分まで 

２ 縦覧場所 

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

  北九州市都市整備局折尾総合整備事務所 

３ 意見書の提出要領 
当該事業計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、第２項の縦覧場所に令和８年４月１９日

まで（縦覧期間満了日の翌日以降は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）に到着するよ

うに提出すること。 
なお、意見書を郵便及び信書便で差し出した場合は、令和８年４月１９日

までの消印があれば当該提出期限内に提出したものとみなす。 
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北九州市訓令第２号 
庁中一般 

北九州市職員出勤簿処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和８年３月１９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市職員出勤簿処理規程の一部を改正する訓令 

北九州市職員出勤簿処理規程（昭和３８年北九州市訓令第６号）の一部を次

のように改正する。 
第５条第１項第１４号アからエまで以外の部分中「週休日」の次に「等」を

加え、同号中エをオとし、ウをエとし、イの次に次のように加える。 
 ウ 条例第４条第４項の勤務時間を割り振らない日 フレ週休日 
第５条第１項第１６号ア及びイ以外の部分中「第８条第１項」の次に「（同

条第２項において読み替えて準用する場合を含む 。）」 を、「週休日」の次に

「等」を加え、同項第１７号中「第８条第２項」を「第８条第３項」に改める

。 
 第７条中「エ」を「オ」に改め、「週休日」の次に「等」を加える。 

付 則 
この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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